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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、共創・共生の「志」に基づいて設立されました。患者さんを中心にして、科学者・医師・行政・株主が支えあう関係こそが当社グ
ループが目指す理念であり、負うべき使命であります。

この理念を追求することこそが当社グループの企業価値を向上させるとの認識のもと、当社グループはコーポレート・ガバナンスを強化し、経営効
率の向上と企業倫理の浸透、経営の健全性確保に努めております。その一環として、当社は2022年3月29日、監査等委員会設置会社へ移行し、
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員である取締役を取締役会の構成員とすることで、取締役に対する監視・チェック機能を強化し、コン
プライアンス及びリスク管理の徹底を図ることで、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に取り組んでおります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

吉田 文紀 1,684,200 3.70

JPモルガン証券株式会社 551,900 1.20

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG

（ F E - A C ）
434,396 0.90

伊藤 輔則 430,000 0.90

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 397,400 0.90

松井証券株式会社 309,100 0.70

野村證券株式会社 272,236 0.60

柏原　俊高 228,025 0.50

木下　みどり 170,000 0.40

山岸　浩一 164,400 0.40

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 12 月



業種 医薬品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 9 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

松本　茂外志 他の会社の出身者 ○

ブルース・デビッド・チェソン その他 ○

海老沼　英次 弁護士 ○

今別府　敏雄 他の会社の出身者 ○

ジョージ・モースティン その他 ○

ラルフ・スモーリング 他の会社の出身者 ○

渡部　潔 他の会社の出身者 ○

賜　保宏 弁護士 ○

下村　恒一 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者



b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松本　茂外志 　 ○ ―――

長年にわたる同業会社での実務及び監査業務
の知識と経験をもとに、業務執行を行う経営陣
に対して独立した客観的視点から当社の経営
に対する助言及び意見をいただくため、社外取
締役として選任しております。

ブルース・デビッド・チェソン 　 　 ―――

医師としての知識や経験をもとに、業務執行を
行う経営陣に対して独立した客観的視点から
当社の経営に対する助言及び意見をいただく
ため、社外取締役として選任しております。上
記の理由により、社外取締役としての職務を適
切に遂行できると判断いたしました。

海老沼　英次 　 ○ ―――

弁護士としての豊富な経験と知識をもとに、業
務執行を行う経営陣に対して独立した客観的
視点から当社の経営に対する助言及び意見を
いただくため、社外取締役として選任しておりま
す。なお、同氏は社外取締役又は社外監査役
となること以外の方法で会社経営に関与したこ
とはありませんが、上記の理由により、社外取
締役としての職務を適切に遂行できると判断い
たしました。

今別府　敏雄 　 　 ―――

厚生労働省において医薬食品局長、政策統括
官を歴任し、厚生薬事行政の見識をもとに、専
門的知識および豊富な経験を当社の経営に活
かし、業務執行を行う経営陣に対して独立した
客観的視点から、当社の経営に対する助言及
び意見をいただくため、社外取締役として選任
しております。なお、同氏は社外取締役又は社
外監査役となること以外の方法で会社経営に
関与したことはありませんが、上記の理由によ
り、社外取締役としての職務を適切に遂行でき
ると判断いたしました。

ジョージ・モースティン 　 　 ―――

2009年3月から2019年3月まで、当社の社外取
締役を務めておりました。グローバル開発業務
の推進強化のため、医師としての知識および
豊富な経験をもとに、業務執行を行う経営陣に
対して独立した客観的視点から、当社の経営
に対する助言及び意見をいただくため、社外取
締役として選任しております。

ラルフ・スモーリング 　 　 ―――

薬事に精通しており、医薬品業界で40年以上
の経験があります。アムジェン社においては責
任ある役職に就き、規制業務及び国際安全担
当副社長を務めました。グローバル開発業務
の推進強化のため、薬事に関する知識及び豊
富な経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対
して独立した客観的視点から助言及び意見を
いただくため、社外取締役として選任しておりま
す。

渡部　潔 ○ ○ ―――

上場会社の監査役としての豊富な経験と知識
をもとに、客観的かつ公正な立場から経営監視
機能を果たすこと及び実効性の高い監査の実
現に関する助言及び意見をいただくため、社外
取締役として選任しております。



賜　保宏 ○ 　 ―――

弁護士としての豊富な経験と専門的な見識をも
とに、助言及び意見をいただくため、社外取締
役として選任しております。社外取締役又は社
外監査役となること以外の方法で会社経営に
関与したことはありませんが、上記の理由によ
り、社外取締役としての職務を適切に遂行でき
ると判断いたしました。

下村　恒一 ○ ○ ―――

30年ほど海外事業部門で事業の運営や管理
業務に携わっており、加えて5年の経理

経験のうち、4年は海外の関連会社2社での経
理業務に従事し、他社新規上場時に広報・IRと
して5年の経験を有します。また、上場会社の
監査役として4年の経験を有することから、社外
取締役として選任しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

現時点において補助人等の必要はない状況であります。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会及び内部監査室長、並びに会計監査人は、それぞれが独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるた
め、定期的に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。内部監査室長は、各連結会計年度の内部監査計画及び内部監査結果につ
いて監査等委員会へ報告し、また、必要に応じて適宜情報交換を行うなど、緊密に連携を図っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 1 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 1 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明



指名・報酬委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名で構成され、取締役報酬の決定方針、取締役及び執行役員の選任や報酬及
び評価、当社グループ経営陣候補者などに関する事項について協議を行っております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

取締役（監査等委員である取締役を除く）・従業員における業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、ストックオ
プションとしての新株予約権を付与しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

対象者は、取締役（監査等委員である取締役を除く）・従業員としております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

現時点では個別開示を予定していない。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、監査等委員会設置会社への移行後の取締役の報酬について、その職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。な
お、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、そ
の権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決定された総額の限度内で、監査等委員の全員の同意により、監査等委員会において決定いたし
ます。

(1) 基本方針

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動し
た報酬体系とし、個々の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準としており、固定報酬と
しての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬等によって構成するものとしております。



(2) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定

に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、
従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。

(3) 業績連動報酬ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定（報酬等を支払う時

期または条件の決定に関する方針を含む）

役員業績連動報酬等は、株主利益および事業業績の向上に連動した意識を強化するため、設定された役位別基準から算出される基準額に対し
て、各事業年度の経営目標等に基づく目標達成度に応じて評価を行い、当該評価結果を基準額に反映することで金額を決定し、翌事業年度に金
銭報酬および株式報酬（ストックオプション）として翌事業年度に支給するものです。

業績連動報酬等にかかる指標として各事業年度の経営目標等を選択した理由は、経営目標が当該年度事業の成功を具体的に示しており、その
動機付けが最も重要であると判断されるからであります。

なお、社外取締役に対しても、経営監督機能の強化を図ることを目的としてストックオプションを付与することがあります。

(4) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の割合の

決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準
を踏まえ、指名・報酬委員会（以下「委員会」という）において検討を行い、その上で取締役会（委任を受けた代表取締役）は委員会の答申内容を
尊重し、取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。

(5) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額及びストックオプションについては、委員会において検討を行います。取締役会は、代表取締役に対し委員会の答申内容を尊重し
て決定するように委任することを決議しております。取締役会では、委員会で適切に検討された答申に基づき、その範囲内で代表取締役に決定を
委任することで妥当であると判断しております。

２．当該事業年度の取締役（監査等委員取締役を除く。）の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役（監査等委員取締役を除く。）個人別の報酬等の決定にあたっては、上記の方針に基づき、代表取締役が決定をしていることから、取締役
会は決定内容が当該方針に沿うものであることを判断しております。

３．取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2022年3月29日開催の第17期定時株主総会において、年額1億3,000万円（
2024年3月22日開催の第19期定時株主総会において、うち、社外取締役につき6,000万円）以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人
分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は6名（うち、社外取締役5名）でした。

また、当該金銭報酬とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象とするストックオプションの額については、2022年3月29日開催
の第17期定時株主総会において、年額9,000万円（2024年3月22日開催の第19期定時株主総会において、うち社外取締役につき4,500万円）以内
の範囲で付与する旨が決議されており、また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象とする株式報酬の個数については、2024年3月22
日開催の第19期定時株主総会において、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から１年以内の日に発行する新株予約権の発行上限を9,000
個とする旨が決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、6名（うち、社外取締役5名）
でした。

当社の監査等委員である取締役の金銭報酬等の額は、2022年3月29日開催の当社第17期定時株主総会において、年額3,000万円以内と決議し
ており、また、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすること
が決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。

【社外取締役のサポート体制】

取締役会事務局より、取締役会開催前に資料等を配付し、議論の活性化と迅速な意思決定をサポートしています。また、その他重要会議への招
聘、個別会議の設定を行うことにより、社内の重要情報等が伝わるよう努めております。 常勤監査等委員である取締役については、経営執行会

議及びその他重要会議への参加等により、重要な経営情報の提供を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査等委員会設置会社であり、株主総会のほか、取締役会及び監査等委員会を設置しております。医薬品事業を展開する当社グルー
プにおいては、事業の特殊性を考慮して業務に精通した社内取締役が業務を執行するとともに、独立性を有した監査等委員でない社外取締役６
名（うち２名は独立役員）を選任し、社内取締役の業務執行を牽制する体制を採用しております。また、取締役の職務の執行を監督する監査等委
員会には、 常勤監査等委員１名を含む社外取締役３名（うち２名は独立役員）を選任し、監査等機能の強化を図り、独立した観点から意思決定に

対するチェック及び検証を行うことができる体制を整備しております。これにより、取締役会による取締役の職務の執行及び監督の効率性と実効
性を高めることができるものと判断しております。 取締役の報酬決定のプロセスの透明性を高めるために社外取締役を委員長とする指名・報酬委

員会を設置しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

意思決定の迅速化、経営の透明化、海外投資家の支持率向上等に資するものとして、2022年3月29日に監査等委員会設置会社に移行いたしまし
た。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主の皆様の十分な検討期間を確保するため、会社法で定められる発送期限より早期に
発送するとともに、会社法で定められる開示期限より早期に当社ホームページ及び東京
証券取引所ウェブサイトにて開示することに努めております。

集中日を回避した株主総会の設定 株主総会集中日を回避した日程の設定に注力しております。

電磁的方法による議決権の行使
インターネットによる議決権行使を採用し、電磁的方法による議決権行使を受け付け、議
決権行使比率の向上に努めております。

招集通知（要約）の英文での提供 自社ホームページで開示を行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

毎年２月、８月に決算説明会、中間決算説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、四半期報告書、有価証券報告書、決算説明会資料、中期経営計
画、株主通信等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 IRの担当部署を配置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

2006年12月に制定した「企業行動憲章」において、ステークホルダーの立場の尊重につい
て規定しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、コーポレート・ガバナンスの健全性を保つため内部統制システムに関する基本方針を以下のように定め職務を執行しておりま
す。

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 経営理念の周知・徹底

当社は、企業グループとして、経営理念を実践するために企業行動憲章等を定め、遵守するべき行動規範を、全ての役職員に周知し、その精神
の理解と実践の徹底を求め、法令遵守と企業倫理の維持（以下「コンプライアンス」という）をあらゆる事業活動の前提とする。

(2) 内部統制委員会の設置

当社は、適正なリスク管理および財務報告に係る内部統制の体制整備などを行い、インサイダー取引を未然防止し、当社グループ全体の法令、
定款および社内諸規程の遵守を監視・徹底するために内部統制委員会を設置する。

(3) コンプライアンス委員会の設置

当社は、コンプライアンスの徹底および社内諸規程・ガイドライン等の整備・周知を推進するためにコンプライアンス委員会を設置する。

(4) 内部監査室の設置

社長直属の独立組織として内部監査室を設置し、また必要に応じて子会社に内部監査人を置く。定例監査を実施することにより、業務の有効性と
効率性、財務報告の信頼性、資産の保全、コンプライアンスの実施状況およびリスクマネジメントの妥当性と有効性について客観的に評価し、必
要に応じて制度の整備および運用の改善に向けた助言・提言を行うことにより内部統制の有効性を確保する。

(5) コンプライアンス・ホットラインの設置

当社は、コンプライアンス問題に関する通報・相談窓口として、社内外に常設のコンプライアンス・ホットラインを設置して、当社グループ使用人等



からの通報・相談を受けることによりコンプライアンス問題の早期発見と是正に努める。

(6) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、企業グループとしての財務報告の信頼性を確保するために内部統制の体制整備を行い、適切に運用する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社グループは、文書取扱の統轄管理責任者を任命し、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書の他、取締役の職務の執行に係わる
情報を含む重要な文書等は、諸法令等および文書管理規程等に基づき適切に保存および管理を行う。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループは、リスク管理基本方針と関連規程に基づき、リスク管理を行う。リスク管理は内部統制委員会が統括・推進する。また、緊急事態に
おいては代表取締役社長を対策本部長とした対策本部を設置して迅速に対応する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役及び使用人は、「取締役会規程」および「決裁規程」等に基づき適正かつ効率的に職務を執行する。

(2) 当社は、代表取締役社長の適時かつ的確な意思決定に資するため、「経営執行会議規程」に基づき、経営執行会議を定期的に開催して重要

議案の審議を行う。

(3) 当社は、中長期経営計画を策定し事業を展開する。また、年度ごとの事業計画において数値目標を定め、月次決算により、その達成状況を管

理するとともに取締役に報告する。

５．反社会的勢力等の排除に向けた基本的な考え方

当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力を毅然として拒絶し、会社事業へのいかなる関与も許さない。

６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人等に関する事項

監査等委員会は、必要に応じて監査等委員会を補助する使用人等の任命を代表取締役社長に要請することができるものとし、代表取締役社長
は、その要請を受けた場合には、適切な使用人等を任命する。

７． 監査等委員会の職務を補助する使用人等の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立および監査等委員会の指示の実効性の

確保に関する事項

(1) 監査等委員会の業務を補助する使用人等は、その補助業務に関しては監査等委員会以外からの指揮命令を受けない

(2) 監査等委員会を補助する使用人等の人事考課、人事異動及び懲戒等については監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

８．取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制ならびに監査等委員会の監査が
実効的に行われることを確保するための体制等

(1) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害または影響を及ぼす事実を発見した場合には直ちに監査等委員会に報告する。

(2) 監査等委員会は、重要な意思決定の過程および業務執行の状況を把握するため、取締役会の他、経営執行会議その他の重要な会議への出

席ならびに重要な決裁書類および契約書の閲覧など、監査に必要と自己が判断する一切の事項を実施することができる。

(3) 監査等委員会は、業務執行取締役および重要な職責にある使用人から会社事業の運営状況について情報を得るために個別に聞き取りを実

施することができる。

(4) 監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人それぞれとの間で意見交換を定期的に行う。

(5) 当社は、監査等委員会に報告を行ったものに対し、報告を行ったことを理由とするいかなる不利益な処遇または不当な処分を行わない。

９．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項。

(1) 監査等委員がその職務の執行について、会社法第399条の2に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当社は当該請求に係る費用または

債務が監査等委員の職務の執行に必要でないことが明らかである場合を除き、遅滞なく当該費用を負担し、又は当該債務を処理する。

(2) 監査等委員がその職務の執行に関し弁護士、公認会計士等の外部専門家に意見を求め、または助言を得ることが必要と判断した場合には、

当社はその費用の支出を認め負担する。

１０．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、当社グループの適切な管理、運営を行うため、次の取り組みを行う。

(1) 「シンバイオ企業行動憲章」を全ての子会社に適用し、これらに基づく子会社の行動規準とあわせて、その周知徹底を図る。

(2) 当社グループの業務執行が適正に行われるよう、下記の諸点に関し適切な内部統制体制を構築、運用する。

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

②子会社の損失の危険管理に関する規程その他の体制

③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

④子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制

１１．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(1) 当社は、社内イントラネット等において、「内部統制システムに関する基本方針」、「コンプライアンス行動指針」、「リスク管理基本方針」、「内部

通報制度マニュアル」等を掲載し、取締役および使用人に対して周知を行い、内部統制システムの適正な運用ならびに法令遵守意識の定着に努
めております。 (2) 取締役会において、社外取締役は独立した立場から決議に加わり、経営の監視・監督を行っており、各監査等委員についても

同様に経営の監査を行っております。

(3) 常勤監査等委員は、取締役会および経営執行会議等の重要会議に出席しております。また、毎月１回定期的に代表取締役社長との間で意見

交換を行っております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、（社）日本経済団体連合会が公表した「企業行動憲章実行の手引き」（2017年11月改訂）を基本理念として尊重し、これらに沿って体制を
構築し運用しております。 具体的には、「企業行動憲章」において反社会的勢力等の排除を基本方針として定め、主要な社内会議等の機会を捉

えて繰り返しその内容の周知徹底を図っております。

社内体制としては、コンプライアンス及びリスク管理に係る会議体として内部統制委員会およびコンプライアンス委員会を設置しています。 また、

反社会的勢力に関する業務を所管する部署は法務部とし、実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力に対するマニュアル」を整備し、全役職



員を対象に反社会的勢力等との関係の遮断に関する研修会を開催する等して、反社会的勢力等との関係遮断に努めております。 また、各取引

先（新規取引先・既存取引先・株主）との契約締結においては、反社会的勢力該当性調査（反社チェック）を実施し、反社会的勢力等 の排除の徹

底を図っております。 さらに、当社は、2009年２月に愛宕地区特殊暴力防止対策協議会に加入し、反社会的勢力に関する情報の収集に努めると

ともに、これらの情報 等に関して随時顧問弁護士と情報交換・連携を行っております。

２．反社会的勢力排除に向けた整備状況 「企業行動憲章」において反社会的勢力への対応方針を定めるとともに、全役職員がアクセスできる社

内イントラネットに「反社会的勢力に対するマニュアル」を掲示し、反社会的勢力排除の周知徹底を図っております。 また、反社会的勢力への対応

統括部署を定め、必要に応じて、顧問弁護士事務所等、外部の専門機関や関係行政機関とも緊密に連携する、情 報収集のほか法的な措置も含

め組織的に対応できる体制を構築しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1.コーポレート・ガバナンス体制に関する模式図

下記図の通りです。

2.適時開示体制の概要

会社情報の開示にあたっては、内部情報取扱責任者を中心として、IR担当部門で金融商品取引法、有価証券上場規程その他関連諸法令に照ら
して適時開示の必要性及び方法等を検討し、決定事実・発生事実に関する情報については代表取締役社長への報告・協議・承認を得て、情報開
示部門（IR担当部門）を通じて適時適切に開示いたします。

なお決定事実については取締役会の当該事項審議時に合わせて開示情報内容を報告、当該事項の決議後速やかに開示を行います。

開示にあたっては、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な開示を目的として、TDnet及びEDINETへの登録や自社ホームページへの資
料掲載を実施いたします。また、開示義務のない情報についても、個別具体的な事情に照らし投資家の投資判断に影響を与えると判断したものに
ついては、同様の手続きを踏まえ情報開示を行います。




